
町
内
小
・
中
学
校
の
全
校
を
対
象

に
海
外
研
修
員
と
の
交
流
を
通
じ
て
、

あ
ら
ゆ
る
国
々
の
人
々
と
理
解
を
深

め
、
国
際
感
覚
を
身
に
つ
け
国
際
理

解
、
国
際
協
力
へ
の
前
向
き
な
姿
勢

を
培
う
こ
と
を
目
的
に
９
か
国
か
ら

12
人
の
研
修
員
を
迎
え
、
11
月
26

日
・
27
日
の
２
日
間
に
わ
た
り
実
施

し
ま
し
た
。

１
日
目
は
、
美
国
婦
人
会
の
皆
さ

ん
と
料
理
づ
く
り
で
地
域
交
流
を
図

り
、
２
日
目
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校

に
お
い
て
、
児
童
生
徒
が
研
修
員
か

ら
色
々
な
国
の
様
子
や
文
化
を
学
ん

い
じ
め
に
よ
り
児
童
生
徒
が
自
ら

そ
の
命
を
絶
つ
と
い
う
痛
ま
し
い
事

件
が
相
次
い
で
発
生
し
、
大
き
な
社

会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
い
じ
め

は
「
ど
の
学
校
で
も
、
ど
の
子
に
も

起
こ
り
う
る
」
問
題
で
あ
る
と
さ
れ

な
が
ら
も
、
現
に
今
、
町
内
の
学
校

に
お
い
て
、
い
じ
め
に
苦
し
ん
で
い

る
児
童
生
徒
が
い
る
こ
と
の
重
大
性

を
真
摯
に
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

現
在
、
後
志
教
育
局
の
指
導
、
助

第
36
回
積
丹
町
文
化
祭
は
、
総
合

13

各
学
校
の
冬
休
み
は
、
小
学
校
は

12
月
27
日
か
ら
、
中
学
校
は
23
日
か

ら
で
、
そ
の
冬
休
み
期
間
中
の
指
導

体
制
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
重
要
で

す
。
町
生
活
指
導
連
絡
協
議
会
を
開

催
し
、
児
童
生
徒
の
規
則
正
し
い
生

活
を
心
が
け
る
こ
と
や
計
画
的
な
学

習
、
外
出
時
の
注
意
事
項
な
ど
地
域

及
び
関
係
機
関
な
ど
の
緊
密
な
連
携

強
化
を
図
る
こ
と
を
協
議
し
た
と
こ

ろ
で
す
。

日
頃
、
少
数
に
よ
る
学
習
の
場
か

ら
集
合
的
学
習
に
よ
り
児
童
が
体
験

す
る
効
果
は
大
き
く
今
後
も
引
き
続

き
実
施
し
ま
す
。

だ
ほ
か
、
遊
び
や
ゲ
ー
ム
、
料
理
体

験
な
ど
各
学
校
の
特
色
あ
る
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
の
中
で
の
交
流
を
図
る
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
習
慣
や
文
化
の
違

い
に
つ
い
て
、
改
め
て
国
際
感
覚
を

身
つ
け
る
機
会
に
な
っ
た
こ
と
と
思

い
ま
す
。

言
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
い
じ
め
の

問
題
行
動
の
解
決
や
生
徒
へ
の
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
及
び
教
職
員
・
保
護
者

へ
の
助
言
・
指
導
な
ど
、
専
門
知

識
・
経
験
を
有
す
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
を
配
置
し
、
関
係
機
関
と

連
携
を
図
り
な
が
ら
、
こ
の
問
題
の

早
期
解
決
に
最
善
の
努
力
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
よ
う
な
問
題
を
二
度
と
繰
り

返
さ
な
い
た
め
に
も
、
そ
の
重
大
性

を
改
め
て
認
識
す
る
と
と
も
に
、
適

切
な
対
応
に
つ
い
て
確
認
し
、
学
校

や
家
庭
・
地
域
と
の
連
携
を
密
に
し

な
が
ら
、
い
じ
め
の
根
絶
に
向
け
た

地
域
ぐ
る
み
の
対
策
が
重
要
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。

ま
た
、
学
校
に
お
い
て
は
児
童
生

徒
一
人
一
人
に
対
し
、「
お
互
い
が
思

い
や
り
、
尊
重
し
、
生
命
や
人
権
を

大
切
に
す
る
こ
と
」
へ
の
教
育
指
導

等
を
行
う
と
と
も
に
、
教
職
員
の
言

動
が
児
童
生
徒
に
大
き
な
影
響
力
を

持
つ
こ
と
を
十
分
認
識
し
、
教
職
員

間
の
緊
密
な
情
報
交
換
や
共
通
理
解

を
図
り
、
学
校
全
体
で
組
織
的
に
対

応
が
な
さ
れ
る
よ
う
周
知
を
し
た
と

こ
ろ
で
す
。

毎
年
、
教
育
委
員
会
主
催
で
開
催

し
て
い
る
交
流
学
級
は
、
12
月
１
日

に
全
校
の
小
学
校
５
年
生
と
６
年
生

が
一
堂
に
参
加
し
ま
し
た
。
本
学
級

の
目
的
で
あ
る
多
く
の
個
性
と
出
会

い
、
ふ
れ
あ
い
の
中

か
ら
お
互
い
の
心
を

尊
重
し
深
め
合
う
こ

と
に
よ
り
、
新
た
な

人
間
関
係
の
中
で
自

分
を
発
揮
で
き
る
た

く
ま
し
い
精
神
力
を

養
い
、
中
学
校
生
活

へ
の
円
滑
な
移
行
が

で
き
る
体
制
づ
く
り

を
推
進
し
て
い
ま
す
。



今
シ
ー
ズ
ン
の
野
外
ス
ポ
ー
ツ
林

ス
キ
ー
場
は
、
12
月
24
日
a
に
オ
ー

プ
ン
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ス
キ
ー
場
の
運
営
に
つ
い
て
は
、

関
係
者
と
の
協
議
の
結
果
、
新
た
に

利
用
の
少
な
い
火
曜
日
を
加
え
、
毎

週
月
曜
日
と
火
曜
日
の
２
日
間
を
休

業
日
と
し
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

文
化
セ
ン
タ
ー
を
会
場
に
行
わ
れ
、

展
示
の
部
で
は
、
保
育
園
児
か
ら
、

小
中
学
生
、
一
般
の
方
々
ま
で
、
た

く
さ
ん
の
町
民
か
ら
５
６
５
点
の
作

品
が
出
展
さ
れ
、
11
月
２
日
か
ら
４

日
ま
で
の
展
示
期
間
中
、
４
９
８
人

の
方
々
が
訪
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
芸

能
の
部
は
、
11
月
11
日
g
２
１
６
人

の
観
客
の
下
、
町
内
各
地
か
ら
３
個

人
と
10
団
体
が
出
演
し
、
歌
や
舞
踊

な
ど
日
頃
の
成
果
が
発
表
さ
れ
盛
会

に
終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
町
民
皆
様
の
芸

術
文
化
に
対
す
る
意
識
の
高
揚
が
図

ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
生
涯
学
習
活
動
を
推
進
す

る
た
め
、
町
民
文
化
教
室
や
成
人
学

級
の
開
催
な
ど
町
民
の
学
習
機
会
の

場
と
し
て
、
日
程
調
整
が
整
い
し
だ

い
提
供
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
ス
キ
ー
場
の
利
用
増
が
図

ら
れ
る
よ
う
近
隣
町
村
へ
の
啓
発
に

努
め
ま
し
た
。

平
成
19
年
の
「
積
丹
町
成
人
式
」

方
々
に
ご
案
内
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。

次
代
を
担
う
新
成
人
が
郷
土
で
一

堂
に
会
す
る
こ
の
機
会
に
責
任
あ
る

社
会
人
と
し
て
の
ご
活
躍
に
大
き
な

期
待
を
寄
せ
な
が
ら
、
皆
様
と
と
も

に
そ
の
門
出
を
祝
福
し
、
激
励
を
申

し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

有
料
化
を
柱
と
す
る
新
た
な
「
ご
み

処
理
事
業
制
度
」
の
確
立
と
円
滑
な

施
行
に
資
す
る
た
め
、
新
た
に
本
条

例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

な
お
、
本
条
例
中
、
事
業
系
ご
み

の
収
集
分
離
、
ご
み
処
理
費
用
の
有

料
化
及
び
一
般
廃
棄
物
処
理
業
の
許

可
申
請
等
の
実
施
時
期
が
異
な
る
特

殊
性
に
鑑
み
、
そ
れ
ら
特
定
の
規
定

に
係
る
施
行
日
を
異
な
ら
せ
る
規
定

措
置
と
し
ま
し
た
。

ま
た
、
本
条
例
で
定
め
る
ご
み
処

理
費
用
の
有
料
化
は
、
地
方
自
治
法

に
基
づ
く
一
般
廃
棄
物
処
理
手
数
料

と
し
て
町
民
に
負
担
し
て
い
た
だ
く

も
の
で
す
が
、
そ
の
料
金
水
準
等
の

設
定
に
当
た
っ
て
は
、
町
行
財
政
改

革
推
進
委
員
会
で
の
審
議
を
経
て
、

答
申
を
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

（
原
案
可
決
）

議
案
第
５
号

北
後
志
衛
生
施
設
組
合
規
約
の
一

部
を
変
更
す
る
規
約
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
が
平
成
18
年
６
月
７
日
公
布
さ

れ
、
平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
本
組
合
規
約

の
一
部
を
変
更
す
る
協
議
が
あ
っ
た

の
で
、
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り

議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

14

は
１
月
６
日
g
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

で
挙
行
す
る
こ
と
と
し
、
24
人
の

議
案
第
１
号

積
丹
町
の
区
域
内
に
新
た
に
生
じ

た
土
地
の
確
認
に
つ
い
て

公
有
水
面
埋
立
法
に
基
づ
き
造
成

さ
れ
た
国
道
２
２
９
号
積
丹
町
神
岬

（
柾
泊
）地
区
道
路
改
良
工
事
用
地
に

つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
９
条
の
５

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
積
丹
町
の

区
域
内
に
新
た
に
生
じ
た
土
地
の
確

認
を
す
る
た
め
、
議
会
の
議
決
を
求

め
る
も
の
で
す
。

（
原
案
可
決
）

議
案
第
２
号

積
丹
町
の
区
域
内
の
字
の
区
域
の

変
更
に
つ
い
て

議
案
第
１
号
と
同
趣
旨
に
よ
り
、

地
方
自
治
法
第
２
６
０
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
字
の
区
域
の
変
更
を

す
る
た
め
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
で
す
。

（
原
案
可
決
）

議
案
第
３
号

積
丹
町
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

休
息
時
間
制
度
を
廃
止
し
、
町
職

員
の
勤
務
時
間
を
15
分
延
長
し
、
17

時
30
分
ま
で
と
す
る
も
の
で
す
。

（
原
案
可
決
）

議
案
第
４
号

積
丹
町
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適
正

処
理
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て

廃
棄
物
の
広
域
処
理
へ
の
移
行
を

機
に
、
広
域
行
政
の
構
成
町
村
と
し

て
、
廃
棄
物
処
理
法
の
趣
旨
に
沿
っ

た
廃
棄
物
の
減
量
と
適
正
処
理
の
推

進
を
図
り
、
合
わ
せ
て
処
理
費
用
の



（
原
案
可
決
）

議
案
第
６
号

北
後
志
消
防
組
合
規
約
の
一
部
を

変
更
す
る
規
約
に
つ
い
て

議
案
第
５
号
と
同
趣
旨
に
よ
り
本

組
合
規
約
の
一
部
を
変
更
す
る
協
議

が
あ
っ
た
の
で
、
地
方
自
治
法
の
規

定
に
よ
り
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
で
す
。

（
原
案
可
決
）

議
案
第
７
号

後
志
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
組
合
規

約
の
一
部
を
変
更
す
る
規
約
に
つ
い

て
議
案
第
５
号
と
同
趣
旨
に
よ
り
本

組
合
規
約
の
一
部
を
変
更
す
る
協
議

が
あ
っ
た
の
で
、
地
方
自
治
法
の
規

定
に
よ
り
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
で
す
。

（
原
案
可
決
）

議
案
第
８
号

北
し
り
べ
し
廃
棄
物
処
理
広
域
連

合
規
約
の
一
部
を
変
更
す
る
規
約
に

つ
い
て

議
案
第
５
号
と
同
趣
旨
に
よ
る
条

文
整
備
並
び
に
事
務
所
の
位
置
変
更

に
伴
い
、
本
連
合
規
約
の
一
部
を
変

更
す
る
協
議
が
あ
っ
た
の
で
、
地
方

自
治
法
の
規
定
に
よ
り
議
会
の
議
決

を
求
め
る
も
の
で
す
。（

原
案
可
決
）

議
案
第
９
号

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
の
設
置
に
つ
い
て

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
事

務
の
共
同
処
理
及
び
新
法
施
行
の
準

備
の
た
め
、
地
方
自
治
法
第
２
８
４

条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
北
海

道
内
の
す
べ
て
の
市
町
村
が
加
入
す

る
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
を
設
立
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
同

法
第
２
９
１
条
の
11
の
規
定
に
よ
り

議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

な
お
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
著
し

い
高
齢
化
社
会
の
進
行
に
向
け
て
、

増
大
す
る
高
齢
者
医
療
費
の
「
給
付

と
負
担
の
あ
り
方
、
支
え
る
者
と
支

え
ら
れ
る
者
」
の
関
係
を
、
市
町
村

圏
域
か
ら
都
道
府
県
圏
域
へ
と
拡
大

し
、
市
町
村
に
お
け
る
関
連
事
務
の

効
率
的
な
広
域
共
同
処
理
と
市
町
村

の
財
政
負
担
の
軽
減
維
持
に
よ
る
、

高
齢
者
医
療
制
度
の
運
営
の
将
来
的

な
安
定
維
持
を
目
指
そ
う
と
す
る
も

の
で
す
。

当
町
の
み
な
ら
ず
、
特
に
、
過
疎

化
・
高
齢
化
の
著
し
い
小
規
模
町
村

に
と
り
ま
し
て
、
今
後
の
重
要
な
社

会
保
障
制
度
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の

確
立
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。

（
原
案
可
決
）

議
案
第
10
号

後
志
広
域
連
合
の
設
置
に
つ
い
て

昨
年
来
の
後
志
広
域
連
合
準
備
委

員
会
で
の
検
討
経
過
を
踏
ま
え
、
11

月
16
日
開
催
の
同
準
備
委
員
会
の
決

定
に
基
づ
き
、
税
の
滞
納
整
理
、
国

民
健
康
保
険
事
業
及
び
介
護
保
険
事

業
等
の
事
務
の
共
同
処
理
を
行
う
た

め
、
地
方
自
治
法
第
２
８
４
条
第
３

項
の
規
定
に
よ
り
、
後
志
管
内
19
町

村
の
す
べ
て
が
加
入
す
る
後
志
広
域

連
合
を
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

同
法
第
２
９
１
条
の
11
の
規
定
に
よ

り
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で

す
。

（
原
案
可
決
）

議
案
第
11
号

平
成
18
年
度
積
丹
町
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
四
回
）

現
行
予
算
に
２,

９
３
２
万
９
千

円
を
追
加
し
、
26
億
３,

８
６
２
万

３
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

歳
入
に
お
い
て
は
、

一
般
廃
棄
物
処
理
等
手
数
料

２
１
３
万
４
千
円

基
金
繰
入
金
（
介
護
保
険
給
付
準
備

基
金
）

７
９
０
万
円

前
年
度
繰
越
金１,

２
７
８
万
９
千
円

町
債
　
　
　
　
　
　
　
９
３
０
万
円

の
増
額
と

観
光
施
設
売
上
収
入２

６
７
万
５
千
円

野
営
場
使
用
料
　
　

11
万
９
千
円

の
減
額
、

歳
出
に
お
い
て
は
、

職
員
住
宅
等
財
産
修
繕
費１

０
０
万
円

北
海
道
知
事
・
道
議
会
議
員
選
挙
費

42
万
円

他
会
計
繰
出
金
　
１,

６
０
５
万
円

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

設
立
準
備
委
員
会
負
担
金８

万
７
千
円

町
営
浴
場
燃
料
費
　
　
１
２
０
万
円

ご
み
袋
製
作
費
　
６
７
６
万
２
千
円

体
育
文
化
推
進
協
議
会
交
付
金25

万
円

な
ど
の
増
額
と

観
光
施
設
運
営
費
　
　
２
７
６
万
円

な
ど
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。

（
原
案
可
決
）

議
案
第
12
号

平
成
18
年
度
積
丹
町
国
民
健
康
保
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険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３

回
）事

業
勘
定
に
お
い
て
、
現
行
予
算

に
１,

９
７
３
万
８
千
円
を
追
加
し
、

７
億
４,

９
２
９
万
９
千
円
と
す
る

も
の
で
す
。

歳
入
に
お
い
て
は
、

財
政
調
整
交
付
金
　

50
万
８
千
円

退
職
者
療
養
給
付
費
交
付
金
（
現
年

度
分
）

１,

９
０
０
万
円

一
般
会
計
繰
入
金
　
　
　

23
万
円

歳
出
に
お
い
て
は
、

国
保
保
険
者
事
務
共
同
電
算
処
理
シ

ス
テ
ム
改
修
臨
時
負
担
金10

万
８
千
円

退
職
被
保
険
者
療
養
給
付
費

１,

９
０
０
万
円

一
般
被
保
険
者
療
養
費
　

40
万
円

な
ど
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。

（
原
案
可
決
）

議
案
第
13
号

平
成
18
年
度
積
丹
町
介
護
保
険
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
回
）

現
行
予
算
に
５,

８
９
３
万
円
を

追
加
し
、
３
億
１,

８
７
５
万
８
千

円
と
す
る
も
の
で
す
。

歳
入
に
お
い
て
は
、

介
護
給
付
費
国
庫
負
担
金
（
現
年
度

分
）

１
８
４
万
２
千
円

調
整
交
付
金
　
　
６
４
０
万
４
千
円

介
護
給
付
費
道
負
担
金
（
現
年
度
分
）

１,

６
９
１
万
５
千
円

介
護
給
付
費
支
払
基
金
交
付
金
（
現

年
度
分
）

１,

５
５
１
万
円

歳
出
に
お
い
て
は
、

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費

５,

７
９
６
万
円

介
護
給
付
費
国
庫
等
負
担
金
　
精
算

返
納
金
　
　
　
　
１
２
２
万
４
千
円

な
ど
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。

（
原
案
可
決
）

議
案
第
14
号

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て町

長
及
び
助
役
の
給
与
水
準
の
見

直
し
に
つ
い
て
、
特
別
職
報
酬
等
審

議
会
の
答
申
に
基
づ
き
、
月
額
を
引

下
げ
る
も
の
で
す
。

町
長

69
万
円→

65
万
円

助
役

58
万
円→

56
万
円（

原
案
可
決
）

議
案
第
15
号

積
丹
町
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給

与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

教
育
長
の
給
与
水
準
の
見
直
し
に

つ
い
て
、
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の

16

使用の区分 使用の単位 使用料

１人
大人 500円

１回につき

１人
小人 250円

１回につき

大人 12回券 3,000円

小人 12回券 1,500円

入館料

個

人

回
数
券

答
申
に
基
づ
き
、
月
額
を
引
下
げ
る

も
の
で
す
。

教
育
長

55
万
円→

53
万
円

（
原
案
可
決
）

議
案
第
16
号

積
丹
町
産
業
交
流
雇
用
対
策
推
進

施
設
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

冬
期
間
（
11
月
〜
３
月
）
の
利
用

客
増
大
と
運
営
経
費
の
縮
減
を
図
る

た
め
使
用
料
金
の
引
下
げ
と
同
期
間

の
開
館
時
間
を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

◆
11
月
〜
３
月

使
用
料
金

開
館
時
間

午
前
11
時
〜
午
後
９
時
ま
で

（
原
案
可
決
）

選
挙
第
１
号

積
丹
町
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
及

び
補
充
員
の
選
挙
に
つ
い
て

積
丹
町
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
及

び
補
充
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、
地

方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
及

び
補
充
員
を
選
挙
す
る
も
の
で
す
。

◆
委
員

磯
野
　
久
治
（
美
国
町
）

須
田
　
嘉
彦
（
日
司
町
）

的
場
　
無
縫
（
美
国
町
）

小
澤
　
清
一
（
余
別
町
）

◆
補
充
員

第
１
　
細
矢
　
義
雄
（
野
塚
町
）

第
２
　
佐
々
木
謙
治
（
美
国
町
）

第
４
　
今
井
　
　
諭
（
美
国
町
）

第
４
　
新
井
田
　
彦
（
余
別
町
）

（
指
名
推
選
）




